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こんにちは！戦略的研究開発知財マネジメント強化事業事務局です。 

各地域で梅⾬⼊りし、しっとりとした季節が始まりました。 
⾬の⽇が続く時期ではありますが、皆さまに少しでも気持ちよくお過ごしいただけるよう、今⽉
も情報をお届けします。 
今回は「品種登録出願中（登録前）の利⽤許諾契約の注意点」をテーマにギモンとその解決策に
ついてご紹介しておりますので、是⾮ご⼀読ください。 

||◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣◥||
私のギモンも解決！知財Q&A vol.2 

||◣＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢||
ஐテーマ：品種登録出願中（登録前）の利⽤許諾契約の注意点ஐ 
執筆者：池⽥幸雄弁護⼠（弁護⼠知財ネット） 

Q品種登録出願中（登録前）の利⽤許諾契約の注意点について教えてください。
質問者： 
当県で育成した新品種を品種登録出願したところ、先⽇、出願公表されました。 
当初は品種登録後に利⽤許諾することを検討していましたが、地元からの要望を受け、今から品
種の利⽤許諾を検討することになりました。 
そもそもですが、品種登録出願中の品種の利⽤を許諾することは、できるのでしょうか。育成者
権は、品種登録によって発⽣すると聞いたことがあります。 
そうすると、当県はまだ育成者権者ではないので、品種の利⽤を許諾することができるのか疑問
です。 

弁護⼠： 
品種登録出願中（登録前）の品種についても、利⽤許諾契約を締結することは可能ですし、実務
上も広く⾏われています。 
出願者には、出願公表から品種登録までの間、⼀定の保護が与えられており、これを「仮保護」
と呼んでいます。 
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出願者は仮保護期間中に出願品種を利⽤する者に対して、利⽤料に相当する補償⾦を請求するこ
とができるようになります（種苗法14条。相⼿⽅への警告と、品種登録後であることが要件で
す。）。 
品種登録出願中（仮保護期間中）の利⽤許諾契約の性質を説明するとしたら、出願⼈が将来の補
償⾦請求の可能性を背景にして、出願品種の利⽤条件を定めたうえで利⽤を認める契約と⾔うこ
とができるでしょう。 
⼀⽅、仮保護期間中は、品種の利⽤に対して差し⽌めを求めることはできません。 
ちなみに、現在国会で審議中の「種苗法の⼀部を改正する法律案」では、⼀定の要件の下で、品
種登録出願中の海外流出（輸出）に対する差し⽌めが可能となります。 
今後の法改正の動向に注⽬しましょう。 

質問者： 
では、品種登録出願中（登録前）の利⽤許諾契約では、どのような点に注意すればよいでしょう
か。 

弁護⼠： 
登録前の利⽤許諾では、育成者権の取得が未確定であることを念頭に置くことが望まれます。 
出願中の品種は法律による保護が限定的であるため、契約等によって品種の適切な管理を⾏う必
要性が⾼い点も、⾒逃せません。 

⼀例としては、出願放棄、取下げ、却下、拒絶の際の取扱いについて、許諾契約書で取り決めを
しておくことが挙げられます。 
これらの事項が発⽣した場合でも、それまでに⽀払われたライセンス料は返還しない旨を規定し
ておくことが考えられます。 

また、品種の利⽤者に対する注意喚起の観点から、「品種登録出願中（出願公表中）」という表
⽰を種苗や包装に付す旨を、規定することも考えられます。 
これに加えて、海外への持出の制限や国内の栽培地域の制限を届け出ている場合には、その旨を
表⽰するように規定してもよいでしょう。 
なお、登録品種については品種登録表⽰が義務化されていますが、出願中の品種について上述の
ような表⽰をすることは、特に問題ないとする⾒解が農林⽔産省から⽰されています。 

品種の利⽤⽅針に応じて、種苗を⾃由流通させないことや、種苗を第三者に譲渡しないこと等の
遵守事項を定めたり、栽培や取引に関する記録の保存や提出等を定めたりするなど、意図しない
者による栽培や流通を、当事者間の契約によって対応することが必要です。 
普及⽅針や望ましい利⽤態様をしっかり検討したうえ、許諾する利⽤の範囲を適切に設定するこ
とも重要です。 
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単純に「品種の利⽤を許諾する」とだけ規定し、必要な範囲を超えて設定されているケースを、
よく⾒かけます。場合によっては、許諾契約とは別の契約類型（例えば試験栽培契約など）を選
択することも、検討してよいでしょう。 

その他、細かいところになりますが、不正確な⽤語（未登録の品種に対して「通常利⽤権を許諾
する」など）が⽤いられているケースや、登録されたときに通常利⽤権を許諾する旨の規定が⽋
けているケース（特許法では仮通常実施権や、登録時には通常実施権を許諾されたとみなす規定
がありますが、種苗法にはこれらに対応する規定がありません。）も、よく⾒られます。 
以上の事項は、品種登録された品種の許諾契約において検討すべき事項と、多くが重なります。
だからといって、品種登録された品種の許諾契約を微調整して、安易に転⽤することは疑問で
す。 
品種登録出願中（登録前）の品種は種苗法による保護が限定的であることからすると、より慎重
な検討と対策が望まれます。 

参考：農林⽔産省「農林⽔産業・⾷品産業の公的研究機関等のための知財マネジメントの⼿引き
（令和８年３⽉改定）」162⾴ 
   https://www.affrc.maff.go.jp/docs/chizai/attach/pdf/gakusyu-16.pdf 

  農林⽔産省「品種登録制度と育成者権」（令和４年４⽉版）4⾴ 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/ikuseisyaken_hogo/attach/pdf/ikuseisyaken_hog
o-58.pdf

農林⽔産省「農林⽔産業・⾷品産業の公的研究機関等のための知財マネジメントＱ＆Ａ」 
問７ 
   https://www.affrc.maff.go.jp/docs/chizai/attach/pdf/gakusyu-3.pdf 

  農林⽔産省「改正種苗法に関するＱ＆Ａ（未定稿）」（令和３年４⽉版） 質問４３、４
５、７４ 
   https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/shubyoho-43.pdf 

＜次回の配信予定＞ 
テーマ：共同研究契約における留意点
配信時期：6⽉24⽇頃

＜メルマガのバックナンバー＞  
下記HPよりこれまで配信された全てのメルマガをご覧いただけます。  
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ぜひ、気になる情報をチェックしてください。  
URL：https://www.affrc.maff.go.jp/docs/chizai/mailmagazine.html 

※メールマガジン記事の無断複製、無断転載を禁じます。


